
発達障害日本の高等教育機関におけるバリアフリー体制の動向

　「発達障害」とは、中枢神経系の障害のため、生まれつき認知やコミュニケーション、社会性、学習、注意力等の能力の偏りや問

題を生じ、現実生活に困難をきたす障害を言います。

　身体障害に比べて障害による問題とわかりにくく、また障害の有無の境界が明確でなく、どこまでが障害による特性でどこか

らが本人の個性（性格）や能力の問題であるのか区別がつきにくいこと、障害かどうかが周囲あるいは学生本人でも自覚しづら

く、どこまでどのような支援を行えばよいのか判断が難しいことがあります。さらに、同じ発達障害でも特性による課題の表れ方

は一人一人異なります。

分類と説明

発達障害とは

　発達障害は見た目ではわかりにくい障害です。行動面や言動で特性が表れることもありますが、例えば、大学に進学している

人などについては目立ちにくいことも少なくありません。さらに、環境要因によっても、困難さの現れ方が異なるため、個別性が

とても高いことが特徴です。

　また、発達障害に起因するトラブルが起こっていたとしても、本人や周囲が個人的な努力不足などと受け止めてしまうケース

もあるため“困っている人”として認識されないことがあります。さらに、環境との相互関係により問題が生じていることが多い

ため、個人の困難さをどのように解消・軽減するかの判断が難しい場合があります。

発達障害のある人の困難さ

●社会的な動向

学習　対人関係　行動本　人

目に見えにくい　境界が曖昧　障害として捉えにくい　一人ひとりが異なる

指導にとまどい　個別支援が必要
教職員、周囲

感情が読み取れない、視線や表情をうまく使えない、興味関心や意味を共有できない

会話が続かない、一方的、同じ表現の繰り返し

モノ集め、知識集め、ルールや考え方を変更できない

自閉症スペクトラム症コミュニケーション症群（アスペルガー症候群、自閉症など）

H16 発達障害者支援法

H18 国連障害者権利条約署名　H26 批准書国連へ寄付 平成 28 年～
大学での法的義務

合理的配慮
障害者基本計画法　第 3 次　H25 ”高等教育における支援”

H25 障害者差別解消法

遅刻が多い、不注意なミスが多い、提出物の遅れ、複数の課題を平行してこなせない

落ち着きがない、待てない

衝動的な問題行動

注意欠陥・多動性症（ＡＤＨＤ）

社会性の障害

コミュニケーションの障害

こだわりが強く柔軟性が

ない想像力の障害

注意の障害（持続、配分、転換）

多動

衝動性

全般的には知的発達の遅れはないが、話す、聞く、読む、書く、計算する、推論する能力のうち、特定の能力の習得と使用に著し

い困難。

限局性学習症（SＬＤ）

困難の具体例
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障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

　障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを

目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定められた条約です。

　本条約では、一般的義務として、「障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び

基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する」（第 4 条第 1 項）とともに、「平等を促進

し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するためのすべての適当な措置をと

る」（第 5 条第 3 項）、「障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定

する差別と解してはならない」（第 5 条第 4 項）と定めています。

　また、本条約の第 24 条（教育）においては、「教育についての障害者の権利を認める」（第 24 条第 1 項）とし、「障

害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられること

を確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する」（第 24 条第 5 項）と定めてい

ます。

　本条約のなかで繰り返し使用される表現として、「合理的配慮（reasonable accommodation）」という言葉・

考え方があります。これは、大学での障害学生支援においても、とても重要なキーワードです。

　日本の大学で学ぶ障害のある学生数は、年々増加傾向にあり、日本学

生支援機構によれば総数で 14,127 人となっています（2014 年度

障害のある学生の就学支援に関する実態調査／独立行政法人日本学

生支援機構）。これは全学生数の約 0.44％にあたり、この 8 年間で約

3 倍に増加したことになります。

障害学生数と障害学生在籍率の推移

障害学生数（障害種別）

独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）

「大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調

査結果報告書（2014）」

※1 本調査における「障害学生」とは、「身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び

療育手帳」を有している学生又は「健康診断等において障害があることが明らかに

なった学生」をいう。

※2 グラフの数値には、「大学」「短期大学」「高等専門学校」における人数を含む。
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2,722 人
19.3%

その他
3,144 人
22.3%

0

3600

7200

10800

14400

18000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

4,937人

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

5,404人
6,235人7,103人

8,810人
10,236人

11,768人
13.449人

14,127人

0.16% 0.17%
0.20%

0.22%
0.27%

0.32%

0.37%
0.42%

0.44%



※以下はあくまでも一般的な支援の例です。

伝音性難聴

感音性難聴

混合性難聴

音振動を伝える部分の障害で、音が小さく聞こえる。治療可能。補聴器が有効的。

音振動を電気信号に変換して脳に伝える部分の障害で、音の明瞭さが低下。ゆがんだり、全く聞こえないなど。

伝音、感音の両方の原因をもつ障害。

聴覚障害の種類

軽度難聴

中程度難聴

重度難聴

ろう

声が小さいと聞き取れないことが多い。固有名詞や専門用語の聞き間違いがある。

普通の会話が聞きづらい、近くの自動車の音にやっと気づく。

雑音下での会話、機械音声（マイク、ビデオ、ＣＤなど）、グループディスカッションなどは聞き取りづらい。

大きな声でも聞きづらく、授業受講全般に不便を感じることが多い。

視覚的な手がかり※1 を利用して内容を理解することが多い。 ̶障害程度等級３級～６級

耳元の大きな声も聞きづらい、日常音はほとんど聞こえない。

授業受講全般に著しい困難がある。

視覚的な手がかり※1 がないと内容の理解が難しい。 ̶障害程度等級２級

聴覚障害の程度

※1　板書、ノート、話し手の口の形、顔の表情、手話など

　発達障害のある学生の支援では、本人の自己理解を促進し、強みや長所、障害特性に起因する困難の両方を視野

にいれることが大切です。その為にも本人を含めた話し合いの場で支援内容・方法を決定（学生がイメージを持ち

やすいような工夫）すること、定期的に見直しを行なうことが大切です。

発達障害のある人への支援

●「問題学生」ではなく「困難を抱えている学生」という意識転換を
●学生自身の自己理解の促進
●困難や自己不全感をともに解決し、自己理解を進める支援を
●配慮を要請できる力の育成（セルフアドボカシー）
●学生サポーター、専属ＴＡなど身近な支援者が「通訳者」の役割をする
●教職員は具体的場面での具体的指導、学生の苦手と得意の把握、支援の個別化、ＰＣなど支援技術の利用を指導
●個人の苦手・得意に応じ個別化
●評価方法の詳しい情報公開
●他学生との公平さを保つ
●「合理的配慮」の決定
●社会マナーの指導、教育
●心理カウンセリング
●環境調整

支援のポイント

対応・配慮の具体例

入学試験

学習支援

学生生活
支援

就職支援
居場所支援

履修
登録

自分

成績
評価

集団の中で試験が受けられない、
答えを口に出してしまう
文字を読む・書くのが困難

自分に必要な支援を説明できない
自分の障害を理解できない

対人関係に問題が生じる
集団活動（サークル、寮等）に問題が生じる

文字の読み書きが困難
試験日時、会場、レポート提出日を間違える
期限までにレポートを提出できない
（試験で）集中を持続するのが困難

支援について 聴覚障害

　「聴覚障害」とは、外部の音声情報を大脳に送るための部位（外耳、中耳、内耳、聴神経）のいず
れかに障害があるために、話し言葉や周囲の音が聞こえにくい、あるいは聞こえなくなっている
状態のことをいいます。
　聴覚障害といっても、障害の種類や程度はさまざまで、多様な聞こえ方、聞こえにくさがあり、
そのことにより困難の状況も異なってきます。

聴覚障害とは

　音声が聞こえないということは、音声による情報を取得することができないということです。
そのため、多くの人が共有している情報をどのように取得するのかを考える必要があります。ま
た、見た目ではわかりにくい障害のため、誤解を生んでしまうようなこともあります。ただ、音声
がきこえないということ以外にも、様々な困難さがあることをご理解ください。

聴覚障害のある人の困難さ

困難の具体例

●聞こえにくさ、不便さが一見してわかりにくい。
●友達の会話に入っていけない。
●議論についていけない。
●口頭による連絡や放送がわからない。
●非常時の情報が得られにくい。

履修登録補助
シラバス内容の具体化

議論内容の録音許可、パソコンの持ち込み許可
座席配慮（座席位置を指定）
議論のルールを決める
具体的に時間を設ける
具体的な質問をする
担当教員による綿密な面談
連絡事項の伝達方法の工夫（文書、個別伝達、メールなど）
周囲の理解と本人への助言、心理カウンセリング
連絡事項の伝達方法の工夫（文書、個別伝達、メールなど）
分かりやすい手順説明資料を作成・配付

別室受験

試験時間の延長、パソコン等使用許可
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試験方法の検討
個別注意喚起・伝達
レポート作成の個別指導、提出期限の延長
別室受験

支援要請スキルの指導、支援ルームの活用
専門機関との連携
（カウンセリングルーム、障害学生支援ルーム、学外）
周囲の理解と本人への助言、
専門機関（学内外）の活用、専門家との定期面談

履修計画が立てられない
自分に適した授業が選択できない
（授業内容、形式、評価方法など）
話を聞きながら、ノートを取るのが困難
決まった席でないと座れない
自分の意見が言えない、または言い過ぎる
質問ができない
質問に答えられない
課題や卒論のテーマが決められない
急な変更に対応できない
対人関係に問題が生じる
集合場所・時間を間違える
手順を理解できない

分類と説明


